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≪知的財産高等裁判所≫
審決取消請求事件

（発明の名称を「接触端子」とする特許の無効審決取消訴訟）［上］（全２回）

－平成28年（行ケ）第10212号、平成29年４月18日判決言渡－

事案の概要

　原告は、特願2011－271985号の出願（原出願）を分割し、発明の名称を「接触端子」として特許出願（特
願2013－88790号）をし、特許第5449597号として特許権の設定の登録を受けた。被告は、本件分割出願は
分割要件を満たしておらず無効であるとして無効審判を請求した。特許庁は、これを無効2015－800030号
事件として審理し、平成28年８月16日、特許無効の審決をした。
　本件は、原告が無効審決に対する取消しを求めて提訴した事案である。
　争点は、分割出願の特許請求の範囲に記載された「球状面からなる球状部」は、「絶縁体」のだけでな
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く「導体」のものを含むか否かと、原出願に「導体」のものが開示されていたか否かである。
　知的財産高等裁判所は、以下のとおり、①「球の球状面からなる球状部」は導電性を有するものであり、
絶縁球を備えない接触端子も含む、②原出願明細書には、絶縁性を備えない接触端子は記載されておらず、
接触端子を、絶縁体を含まないものとすることは想定されていないと解すべきである、として、本件分
割出願は分割出願の要件をみたすものということはできないとの結論を導き、審決を維持した。
　本件特許を巡っては、先行して侵害訴訟が提起され、東京地判平成28年３月17日（26年（ワ）第20422号）
及び知財高判平成28年10月26日（28年（ネ）第10042号）として審理され、理由は少し異なるものの、い
ずれも、非侵害との判断を下している。（なお、地裁は、出願経過を考慮して「押付部材」は「球」に限
定されるものと解釈したのに対し、知財高裁は、「球」に限定せず（出願経過には触れず）、技術的意義の
違いに着目して非侵害の結論を導いている。）
本件発明

　本件分割出願の請求項１（本件発明１）は、次のとおりである（下線部の記載が主な争点となった）。
【請求項１】管状の本体ケース内に収容されたプランジャーピンの該本体ケースからの突出端部を対象部
位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって、
　前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記本体ケースの管状内周面に摺動しながら
その長手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記プランジャーピンの前記突出
端部を前記本体ケースから突出するように前記本体ケースの管状内部に収容した絶縁体被膜を有するコ
イルバネで付勢し、　
　前記プランジャーピンの中心軸とオフセットされた中心軸を有する前記大径部の略円錐面形状を有す
る傾斜凹部に、球の球状面からなる球状部を前記コイルバネによって押圧し、前記大径部の外側面を前
記本体ケースの管状内周面に押し付けることを特徴とする接触端子。
原出願の特許請求の範囲の記載（明細書の記載は略）

【請求項１】本体ケースに設けられた非貫通長穴に挿入したプランジャーピンの該本体ケースからの突出
端部を対象部位に接触させて電気的接続を得るための接触端子であって、
　前記プランジャーピンは前記突出端部を含む小径部及び前記非貫通長穴の内面に摺動しながらその長
手方向に沿って移動自在の大径部を有する段付き丸棒であり、前記大径部の端部からその長手方向に沿っ
て前記大径部の少なくとも側面部の一部を残すように切削部を与えて前記切削部内に少なくとも絶縁表
面を有する絶縁球を収容し、
　前記非貫通長穴と前記絶縁球との間にコイルバネを介在させて前記プランジャーピンの前記突出端部
を前記本体ケースから突出するように付勢していることを特徴とする接触端子。
【請求項２】前記本体ケースの前記非貫通長穴の底部には前記絶縁球の径よりも小さい径の第２の袋孔を
削孔してその内部に前記コイルバネの端部近傍を収容していることを特徴とする請求項１記載の接触端
子。
【請求項３】前記第２の袋孔の底面は円錐面であることを特徴とする請求項２記載の接触端子。
【請求項４】前記切削部は、袋孔であることを特徴とする請求項１乃至３のうちの１つに記載の接触端子。
【請求項５】前記切削部としての前記袋孔の底面は円錐面であることを特徴とする請求項４記載の接触端
子。
【請求項６】前記切削部としての前記袋穴の底面の前記円錐面の中心軸は前記プランジャーピンの中心軸
とオフセットされていることを特徴とする請求項５記載の接触端子。
【請求項７】前記切削部は、前記大径部の前記外側面から前記プランジャーピンの中心軸をよぎる方向に
向けて平面切削された底平面部と、前記プランジャーピンの前記中心軸とオフセットした位置で且つこ
れに平行に前記大径部の前記端部から前記底平面部に向けて平面切削した側平面部と、前記側平面部に


